
第２号様式（第５条関係）        

設置事業概要書 

申請者 春日井 太郎 に係る対象機器設置事業内容は次のとおりです。 

■対象機器の確認 

□ 
チェック欄 

今回申請する設置完了した対象機器が要綱第２条別表第１に定める要件

を満たすことを確認しました。 

■対象機器設置経費総括表 

１ 補助対象経費合計（Ⅰ～Ⅴの合計） ８，２００，０００ 円 

２ その他の費用 ９００，０００ 円 

３ 消費税相当額 ９１０，０００ 円 

４ 契約書合計金額（１+２+３） １０，０１０，０００ 円 

■住宅用太陽光発電施設 

○システム概要 

太陽電池モジュール型式 公称最大出力① 枚数② ①×② 製造業者名 

１ RD-138X-QP 138W × 11 枚 ＝ 1,518W △△株式会社 

２ RD-200X-QP 200W × 10 枚 ＝ 2,000W △△株式会社 

３  W × 枚 ＝ W  

４  W × 枚 ＝ W  

５  W × 枚 ＝ W  

 合計 3,518W 

○補助対象経費 

太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、インバータ・保護

装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計、配線・配線器具の購入、据付けその他

対象設備の設置工事に関する費用 

Ⅰ 
１，７００，０００ 円 

（税抜き） 

 

■家庭用燃料電池システム（エネファーム） 

○システム概要 

 燃料電池ユニット 貯湯ユニット 

製造業社名 □□株式会社 □□株式会社 

品名番号 NX-000ARS-K NTX-C00ARSAW0 

発電出力 0.7kW 

○補助対象経費 

燃料電池ユニット、貯湯ユニット、附属品（リモコン、配管カバー、燃料電池システム

試運転に係る費用等）、配線・配線器具の購入、据付け、配管・配管器具の購入、据付

け及びこれらの工事に付随する工事に関する費用 

Ⅱ 
３，４００，０００ 円 

（税抜き） 

○設置完了日 令和７年 ８月 ８日 

○設置完了日 令和７年 ７月 ９日 

✔ 

確認の上、チェック欄にチェック 

・２ その他の費用：『契約書』の補

助対象経費以外の費用 

・４ 契約書合計金額：『契約書』

の合計金額と一致すること 

発電設備の連系に関するお知らせの写しを提出する場合：系統連系・受給開始日 

保証書を提出する場合：保証書の保証開始日  

 

『保証書（安心サポート証）』の「保証開始日」 



 

 

 

■家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ） 

○システム概要 

製造業社名 品名番号 

○○株式会社 XX-ABC 

○補助対象経費 

データ集約機器、通信装置、制御装置、モニター装置、計測機器、配線・配線器具の購

入、据付けその他対象設備の設置工事に関する費用 

Ⅲ 
１００，０００ 円 

（税抜き） 

 

 

■定置用リチウムイオン蓄電システム 

○システム概要 

製造業社名 品名番号 蓄電容量 

××株式会社 AABBB-560 5.6 kWh 

○補助対象経費 

リチウムイオン蓄電池と電力変換装置（インバータ、コンバータ、パワーコンディショ

ナー等）で構成される設備の設置に関する費用 

Ⅳ 
２，０００，０００ 円 

（税抜き） 

 

 

■電気自動車等充給電設備 

○システム概要 

製造業社名 品名番号 

☆☆株式会社 CCC-1234DD 

○補助対象経費 

電気自動車等充給電設備、電気配線工事（分電盤、ブレーカー、付帯設備等）及びこれ

らの工事に付随する工事に関する費用 

Ⅴ 
１，０００，０００ 円 

（税抜き） 

 

 

■問い合わせ先（契約書の請負会社） 

住所 春日井市○○町 1-1 

法人名 ○○○○株式会社 

担当者名 環境 太郎 

電話番号 
090-××××-×××× 

0568-××-×××× 

  

○設置完了日 令和７年 ８月 ８日 

○設置完了日 令和７年 ８月 ８日 

○設置完了日 令和７年 ８月 １日 

『保証書』の保証開始日  

『保証書』の保証開始日  

『保証書』の保証開始日  

蓄電池のパッケージ品番 

『設置事業概要書（第２号様式）』の「品名番号」が、『保証書』の品番と異なる（蓄電池ユニットの品番等であ

る）場合には、関連・仕様がわかるカタログ等を添付すること 



■住宅の案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置した住宅の場所が確認できるもの 

・設置場所周辺の目印となる建物や道路、角地から○軒目等を記入した付近見取り図  

・インターネット等で取得した地図の貼付け、または別途添付可 


